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利用者（又は家族）

より職員に対する苦

情を聞いたら。

職員より、不適切な

ケアや発言があると

報告を受けたら。

虐待事例にあたる

行為を疑う事があれ

ば。

些細な事でも報告す

訴えを確認（聞いた）したら即、

所属長に連絡（所属長不在の

場合はＣＭかＳＷ）連絡を受

けた者より施設長に報告

苦情の内容に利用者の体の痛

みの訴え不調が含まれる場合は

医師の診察と傷・打撲の有無に

関係なく部位の写真撮影を迅速

に行う。（日時の印刷を忘れな

い）

高齢者虐待ケースの可能性がある場合

対象職員に対して所属長と他１

名により面談を行い聞き取りと指

導を行う。

フロアの問題または各部署全体

の問題でであれば必要部署のメ

ンバーを招集し実施する。

法定会議にて報告し他職

種にて情報を共有。

利用者及び対象職員の

行動や精神的フォローを

行う。

所属長または施設ＣＭより訴

えのあった利用者の観察の

要点をまとめ、記録の指示を

だす。

当日の各部署の所属長・施設Ｃ

Ｍ・ＳＷにて手分けをして利用

者と対象職員に複数名にて聞き

取りを行う。

聞き取り内容にて情報を整理し対

応を検討。

高齢者虐待防止委員会の招集

＊緊急議事録を残す

ケア・処置・対応に対する

苦情

と判断した場合

事件性があると判断した場合は保険者に連

絡を行う（苦情処理担当職員）

家族に状況報告・説明の為、電話にて

日程調整を行う。電話連絡を担当する

者の選定は高齢者虐待防止委員会が

指名する。

（当日または即日）

ＳＳの場合・在宅復

帰直前の場合は居

宅ＣＭにも連絡を行

い説明時の立会いを

お願いする。

高齢者虐待ケースと判断した場合

ケア・処置・対応に対する苦情

家族に状況報告の必要があ

れば所属長又はＳＷ・ＣＭよ

り電話にて説明の日程調整

を行う。

（当日または即日）

家族説明時は複数の所属

長及び職員にて説明を行う。

その後の利用者の様子を

定期的に家族に連絡を行

う。

(ＣＭ）

対象職員は勤務停止

にて指示があるまで

自宅待機。

決定した処分結果を

本人に通告する。

処分検討の為の会議

を実施


